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本
書
は
、
弘
前
城
築
城
四
百
年
祭
記
念
事
業

と
し
て
弘
前
市
立
図
書
館
後
援
会
が
主
催
し
た

「
古
文
書
で
見
る
〝
弘
前
城
あ
れ
こ
れ
〟」（
共
催
・

弘
前
市
立
弘
前
図
書
館
、
後
援
・
弘
前
城
築
城

四
百
年
祭
実
行
委
員
会
）
へ
出
展
さ
れ
た
〝
原
文
〟

〝
読
み
下
し
文
〟〝
解
説
文
〟
か
ら
な
る
パ
ネ
ル

を
収
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

　「
古
文
書
で
見
る
〝
弘
前
城
あ
れ
こ
れ
〟」
展

は
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
十
三
日
ま

で
の
期
間
、
弘
前
図
書
館
で
開
催
さ
れ
た
が
、

本
展
の
企
画
を
実
現
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
弘

前
古
文
書
教
室
（
会
長
・
鳴
海
紀
氏
）
の
顧
問

で
も
あ
る
田
澤
正
後
援
会
会
長
が
同
教
室
の
協

力
を
得
、
自
身
も
含
め
、
七
名
の
執
筆
者
に
よ

る
三
十
五
点
の
パ
ネ
ル
と
し
て
結
実
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
本
書
へ
掲
載
さ
れ
た
図
版
等
で
、
提

供
元
の
記
載
が
な
い
の
は
、
弘
前
古
文
書
教
室

及
び
弘
前
図
書
館
の
所
蔵
で
あ
る
。
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29 元禄十三年のお城の正月行事

　
弘
前
五
代
藩
主
と
い
わ
れ
て
い
る
殿
様
・
信
壽
が
、
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）、
若
殿
様
と
し
て
初
め
て
弘
前
に
下
っ
た
と

き
の
正
月
行
事
で
あ
る
。

　
当
時
、
若
殿
様
は
三
の
丸
御
屋
敷
に
住
ま
い
し
て
お
り
、
特
別
な
日
以
外
は
本
丸
に
御
出
で
に
な
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
年
は
、
父
・
信
政
が
参
勤
で
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
た
め
、
代
わ
り
に
本
丸
で
正
月
の
規
式
を
行
っ
て
い
た
。

　
　
◆
元
日
。
ま
ず
初
め
に
、
三
の
丸
御
屋
敷
に
鏡
餅
・
御
蓬
萊
を
飾
る
。
次
い
で
御
祝
い
の
御
膳
三
汁
九
菜
が
出
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
後
、
若
殿
様
は
登
城
な
さ
れ
、「
御
書
院
」
に
着
座
、
重
役
御
家
老
方
か
ら
新
年
の
御
礼
と
、
進
物
を
受
け
な
さ
る
。

　
　
◆
二
日
。
御
規
式
は
元
日
の
と
お
り
。
た
だ
し
、
出
座
の
面
々
は
元
日
よ
り
身
分
的
に
差
が
あ
る
。

　
　
◆
三
日
。
御
規
式
を
元
日
の
と
お
り
だ
が
、
例
年
の
よ
う
に
謡
い
初
め
が
行
わ
れ
、
こ
の
日
は
老
松
、
東
北
、
高
砂
、
弓

矢
立
合
の
四
番
が
行
わ
れ
た
。

　
　
◆
四
日
。
御
門
の
松
飾
り
と
、
三
の
丸
の
御
飾
り
繩
を
取
り
納
め
、
御
掃
除
は
じ
め
が
行
わ
れ
る
。

　
　
◆
五
日
。
若
殿
様
は
津
軽
家
の
菩
提
寺
・
長
勝
寺
と
、
父
・
信
政
の
生
母
・
久
祥
院
の
菩
提
寺
・
隣
松
寺
に
御
参
詣
な
さ
る
。

　
　
◆
六
日
。
御
規
式
は
元
日
の
と
お
り
。
出
座
の
面
々
の
身
分
は
組
頭
、
奉
行
と
な
り
、
寺
社
方
が
御
礼
に
登
城
す
る
。

　
　
◆
七
日
。
七
種
の
御
祝
儀
を
行
う
。

　
　
　
七
種
の
御
粥
と
し
て
餅
、
小
豆
、
せ
り
、
な
づ
菜
、
も
や
し
、
蕗
の
と
う
、
葱
、
青
菜
、
平
か
つ
お
と
あ
る
。

　
　
◆
九
日
。
御
規
式
は
元
日
の
と
お
り
。
寺
社
方
が
登
城
し
て
御
礼
を
申
し
あ
げ
る
。

●
元
禄
十
三
年
の
お
城
の
正
月
行
事	

笹  

森
　
洋  

子



30　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　
◆
十
一
日
。
甲
冑
を
飾
り
、
そ
の
前
に
餅
を
供
え
る
具
足
餅
祝
い
を
行
う
。

　
　
◆
十
二
日
。
東
長
町
に
あ
っ
た
矢
場
で
弓
の
打
ち
初
め
を
行
い
、
囃
子
は
「
邯
鄲
」「
西
行
さ
く
ら
」
ほ
か
が
行
わ
れ
た
。

　
　
◆
十
三
日
。
　
例
年
の
と
お
り
、
弘
前
八
幡
宮
で
鉄
砲
の
打
ち
初
め
を
行
う
。

　
　
◆
以
上
で
一
応
行
事
を
終
わ
る
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
殿
様
は
父
・
信
政
と
同
じ
く
無
類
の
相
撲
好
き
で
あ
っ
た
。

▼年中行事之抜書〔弘前菓子舗・大阪屋提供〕

〔
大
蓬
萊
之
図
〕

〔
表
紙
〕

〔七種御はやし御飾付之図〕



31 元禄十三年のお城の正月行事

【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）

　
　
　
正
月
一
日

一
　
今
朝
三
の
御
丸
御
屋
敷
に
お
い
て
御
祝
儀
、
左
に
記
す
。

   

一
　
御
鏡

   

一
　
御
蓬
萊

            

…
…
中
略
…
…

         

御
本
膳

　
　
　
　
　
ぼ
ら

　
　
　
　
　
た
づ
く
り
　
　
　
　
薄
盤
御
膳
御
紋
御
椀

　
　
　
膾
　
さ
ゝ
か
し
大
こ
ん
　
　
　
　
御
汁
大
か
ぶ

　
　
　
　
　
く
り
し
ょ
う
が

　
　
　
　
　
金
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　 

以
下
略

一
　
若
殿
様
辰
の
刻
御
登
城
。こ
の
節
御
玄
関
下
場
畳
左
右
へ
御
家

老
罷
り
出
で
、
御
用
人
東
の
方
栗
石
へ
罷
り
出
で
、
そ
の
下
へ

大
目
付
罷
り
出
で
候
。

　
　
御
先
立
靱
負
、
御
広
間
よ
り
詰
座
敷
御
縁
通
、
鷺
の
間
、
芙
蓉

の
間
、
菊
の
間
御
縁
通
、
上
の
御
廊
下
、
山
水
の
間
、
浪
の
間
、

山
吹
の
間
へ
御
着
座
。

一
　
今
朝
出
仕
の
面
々
卯
の
中
刻
登
城
、
辰
の
刻
御
礼
初
め
。



32　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
家
老
　
津
軽
靱
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
大
道
寺
隼
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
杉
山
八
兵
衛

右
山
吹
の
間
に
お
い
て
下
段
三
畳
目
上
に
太
刀
目
録
こ
れ
を

置
き
、
四
畳
目
の
竪
畳
末
に
て
御
礼
。
北
の
方
に
て
披
露
の

右
太
刀
目
録
御
用
人
持
参
、
同
人
こ
れ
を
納
め
る
。
以
下
略

　
　
　
正
月
三
日

一
　
若
殿
様
御
登
城
。
御
規
式
は
元
日
の
通
り
。

　
　
但
し
　
御
先
立
八
兵
衛
、
山
吹
の
間
へ
入
り
な
さ
る
。

一
　
右
御
通
し
畢
（
終
）
わ
っ
て
御
土
器
御
書
院
西
の
御
縁
通
末
へ

こ
れ
を
出
し
、
早
速
御
囃
子
初
め
。

一
　
右
御
謡
初
め
相
済
み
惣
役
者
退
出
。

        

　
御
囃
子
番
組

              

　
　
　
次
五
兵
衛
　
　
弥
兵
衛

        

　
老
松

              

　
　
　
久
五
郎
　
　
　
三
四
郎

              

　
　
　
藤
三
郎

　
　
　
東
北
　
　
　
　
　
　
　
　
半
兵
衛

              

　
　
　
勘
右
衛
門

              

　
　
　
次
五
兵
衛
　
　
弥
九
郎

        

　
高
砂

              

　
　
　
弥
三
郎
　
　
　
長
兵
衛 

　
　
以
下
略



33 津軽信政の参勤江戸上り行列次第

　
　
◆
参
勤
交
代
と
は

　
豊
臣
秀
吉
が
天
下
を
統
一
し
た
あ
と
、
全
国
の
大
名
に
屋
敷
を
与
え
、
そ
こ
に
妻
子
を
住
ま
わ
せ
た
の
が
参
勤
制
度
の
始
ま

り
で
あ
る
。

　
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
覇
権
を
ほ
ぼ
手
中
に
し
た
家
康
は
、
秀
吉
の
例
に
倣
っ
て
、
江
戸
城
下
に

大
名
た
ち
の
妻
子
を
住
ま
わ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

　
初
め
は
自
発
的
な
参
勤
だ
っ
た
が
、
三
代
将
軍
・
家
光
の
と
き
の
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
、「
武
家
諸
法
度
の
改
定
」

に
よ
っ
て
義
務
づ
け
が
確
立
し
た
。

　
実
は
大
名
の
妻
子
を
人
質
に
し
た
統
治
制
度
で
あ
り
、
各
大
名
の
財
政
を
締
め
つ
け
る
制
度
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
◆
殿
様
・
信
政
御
発
駕
の
次
第

　「
御
日
記
」
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
三
月
七
日
に
あ
る
「
御
発
駕
御
規
式
」
か
ら
要
点
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

　
▼
発
駕
当
日
の
朝
、
殿
様
は
御
座
の
間
で
御
兄
弟
方
は
じ
め
、
城
代
家
老
以
下
、
留
守
を
護
る
重
臣
な
ど
の
挨
拶
を
受
け
る
。

　
次
い
で
干
し
ア
ワ
ビ
に
節
分
の
豆
を
添
え
、
三
方
に
載
せ
て
殿
様
に
差
し
上
げ
る
。

　
終
わ
っ
て
本
丸
の
各
部
屋
を
先
立
ち
の
者
が
案
内
し
、
玄
関
ま
で
先
導
す
る
。
こ
の
と
き
、
控
え
て
い
る
皆
々
が
玄
関
ま
で

御
供
し
て
見
送
る
。

●
津
軽
信
政
の
参
勤
江
戸
上
り
行
列
次
第	

毛  

内
　
昭  

夫



34　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
続
い
て
、
重
役
衆
が
玄
関
前
で
御
駕
籠
の
両
脇
に
付
き
添
い
、
武
者
屯
御
門
、
下
乗
橋
ま
で
御
供
し
、
留
守
居
の
者
は
こ
こ

で
御
目
見
え
の
の
ち
御
別
れ
す
る
。

　
▼
玄
関
前
の
御
白
州
か
ら
、
武
者
屯
の
西
の
方
へ
並
べ
て
置
い
た
御
先
道
具
を
御
供
の
者
が
順
々
に
持
ち
、
追
手
門
に
向
か

う
。
同
じ
く
武
者
屯
西
の
方
に
並
ん
で
い
た
御
供
の
士
も
、
殿
様
の
あ
と
か
ら
行
列
の
次
第
に
従
っ
て
順
々
と
続
く
。

　
▼
二
の
郭
と
三
の
郭
で
、
見
送
り
の
主お
も

立だ

ち
の
士
と
会
釈
を
交
わ
し
な
が
ら
殿
様
は
追
手
門
に
入
る
。

　
こ
の
と
き
、
追
手
門
の
左
の
土
居
内
側
に
沿
い
、
東
の
方
に
並
ん
で
い
る
乗
り
物
、
御
供
の
士
な
ど
が
行
列
の
次
第
に
従
っ

て
門
の
外
へ
繰
り
出
す
。

　
追
手
門
を
出
た
行
列
は
本
町
、
土
手
町
、
松
森
町
を
町
民
の
見
送
り
を
受
け
な
が
ら
通
る
。

　
▼
こ
の
あ
と
騎
馬
の
士
は
身
の
回
り
の
物

を
積
ん
だ
乗
り
掛
け
馬
に
乗
り
換
え
、
ほ
か

の
士
も
旅
支
度
に
整
え
、
碇
ヶ
関
の
関
所
へ

向
か
い
、
こ
こ
で
一
泊
、
翌
朝
秋
田
領
へ
、
そ

し
て
江
戸
へ
向
か
う
。

　
江
戸
ま
で
の
日
程
は
、
一
日
八
里
か
ら
十

五
里
の
行
程
で
、
途
中
何
ご
と
も
な
け
れ
ば

二
十
日
前
後
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
は
ま
だ
富
田
新
町
、

千
年
山
を
通
る
参
勤
路
は
造
成
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。



35 津軽信政の参勤江戸上り行列次第

	【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

　
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）

　
　
三
月
七
日

　
　
　
御
発
駕
御
規
式

一
　
江
戸
へ
御
供
の
面
々
は
御
出
で
前
残
ら
ず
登
城
仕
り
、
御
発
駕

の
刻
限
相
守
り
申
す
べ
き
事
。

一
　
御
出
で
前
御
留
守
居
に
罷
り
在
り
御
目
付
・
御
歩
行
目
付
・
御

足
軽
目
付
は
罷
り
出
で
、
御
先
道
具
を
武
者
屯
御
門
脇
際
よ
り

御
白
洲
（
州
）
ま
で
行
列
の
如
く
段
々
置
き
渡
し
申
す
べ
き
事
。

一
　
御
道
中
行
列
役
人
山
本
六
左
衛
門
・
神
又
兵
衛
も
右
御
目
付
に

差
し
加
え
差
（
指
）
図
仕
る
べ
き
事
。

一
　
御
跡
の
御
行
列
段
々
の
次
第
、
こ
れ
又
武
者
屯
西
の
方
へ
御
行

列
の
通
り
に
差
し
置
き
、
不
作
法
こ
れ
無
き
様
に
右
の
御
目
付

差
図
致
す
べ
き
事
。

一
　
御
供
の
面
々
乗
り
物
・
乗
馬
並
び
に
御
児
小
性
（
姓
）
乗
掛
は

高
倉
主
計
屋
敷
土
居
際
に
御
行
列
の
如
く
段
々
立
て
置
き
、
乗

り
出
し
候
は
ば
そ
の
場
所
面
々
の
格
式
を
も
っ
て
順
々
に
乗

り
出
し
申
す
べ
き
事
。

　
　
　
　
…
…
中
略
…
…

一
　
御
城
中
を
御
先
立
ち
伝
左
衛
門
、御
駕
戸
開
き
候
役
権
之
進
、御

家
老
中
両
人
共
御
供
敷
台
ま
で
、
伝
左
衛
門
・
権
之
丞
下
場
畳

に
罷
り
有
り
候
。



36　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
◆
堀
と
石
垣
・
土
塁
は
城
郭
防
備
の
要
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
江
戸
時
代
も
改
修
補
修
は
規
制
さ
れ
、
違
反
す
れ
ば
改
易

に
処
さ
れ
る
と
い
う
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
当
然
弘
前
城
の
戌い
ぬ

亥い

の
櫓
台
改
修
も
、「
元
の
如
く
に
補
修
す
る
」
と
い
う
条
件
で
、
幕
府
の
許
可
を
得
て
着
工
し
て
い
る
。

　
◆
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
修
覆
願
い
を
提
出
し
、
一
年
ほ
ど
の
中
止
期

間
も
あ
っ
た
が
、
同
七
年
に
完
成
し
た
。

　
如
来
瀬
山
か
ら
切
り
出
し
た
石
は
、
岩
木
川
を
筏
渡
し
し
て
お
城
に
運
ん
で

い
る
。
人
力
と
馬
の
み
に
頼
っ
た
時
代
だ
け
に
、
切
り
出
し
と
、
城
ま
で
の
運

搬
に
多
く
の
日
時
を
費
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
◆
石
組
み
に
は
か
な
り
の
技
術
を
要
し
た
ら
し
く
、
仕
手
人
と
し
て
摂
州
大

坂
か
ら
前
田
与
八
郎
と
草
竹
平
十
郎
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。
二
人
は
完
成
に
あ

た
っ
て
、
石
に
名
前
を
刻
み
た
い
と
藩
に
申
し
出
て
許
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
に
石
垣
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
◆
弘
前
城
の
石
垣
は
、
は
じ
め
は
乱
積
み
だ
っ
た
た
め
に
崩
れ
も
多
く
、
た

び
た
び
補
修
を
し
て
い
る
。

　
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
本
丸
未

ひ
つ
じ

申さ
る

櫓
台
修
覆
の
時
に
梵
字
石
な
ど
も

●
石
垣
組
み
の
実
際
、
本
丸
戌
亥
の
石
垣
修
覆	

今  

泉
　
洋



37 石垣組みの実際、本丸戌亥の石垣修覆

発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
築
城
時
は
い
ろ
い
ろ
の
石
を
そ
こ
こ
こ
か
ら
集
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
◆
石
垣
に
は
「
崩
れ
る
」
と
い
う
要
素
が
あ
る
だ
け
に
、
修
覆
、
改
修
も
行
わ
れ
て
き
た
が
、
今
後
も
見
守
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
弘
前
城
の
石
垣
は
、
前
近
代
か
ら
幕
末
ま
で
の
さ
ま
ざ
き
な
形
態
の
も
の
が
あ
り
、
石
垣
の
見
本
市
と
も
言
え
な
く
も
な
い
。

	【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

　

◆
弘
前
城
石
垣
の
修
覆

　
　
戌
亥
櫓
台
石
垣
修
覆
願

               

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
二
月

　
陸
奥
の
国
津
軽
郡
弘
前

　
城
の
本
丸
、
戌
亥
の
方
の
石
垣

　
壱
ヶ
所
崩
れ
、
同
所
の
石
垣

　
壱
ヶ
所
孕
み
候
に
つ
き
、
こ
の
た
び
元
の
如
く
に

　
修
補
仕
り
た
く
願
い
奉
り
候
以
上

　
　
二
月
　
　
　
津
軽
土
佐
守



38　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
◆
幕
府
か
ら
の
築
き
直
し
の
許
可
書

　
陸
奥
の
国
弘
前
城
本
丸

　
戊
亥
の
石
垣
壱
箇
所
崩
れ

　
壱
箇
所
孕
み
候
に
つ
い
て

　
築
き
直
し
之
の
事

　
絵
図
の
朱
引
の
通
り
　
そ
の
意
を
得
候

　
元
の
ご
と
く
修
補
あ
る
べ
く
候

　
　
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
久※

一

世
大
和
守
　
　
正
岑
　
花
押 

享
保
四
年
亥
ど
し

　
　
二
月
二
十
九
日
　
重
之
　
花※
二

押
　
　
井
上
河
内
守 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
和
泉
守
　
　
忠
直
　
花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
忠
之
　
花
押
　
　
戸
田
山
城
守

    

津※
三

軽
土
佐
守
殿

※
一
　
幕
府
の
老
中

※
二
　
書
き
判

※
三
　
津
軽
信
壽



39 石垣組みの実際、本丸戌亥の石垣修覆

【
絵
図
朱
書
き
読
み
下
し
文
】

　
　
　
西

御
石
垣
朱
引
き
の
内
、前
々
よ
り
西
北
共
に
御
石
垣
張
り

出
し
候
処
に
、
頃
日
と
り
わ
け
張
り
出
し
、
地
よ
り
五
尺

程
の
上
、
高
さ
弐
間
余
幅
四
間
余
、
中
程
に
て
壱
尺
二
三

寸
程
張
り
出
す
。
北
側
程
に
は
御
座
な
く
候
え
共
、危
な

く
相
見
え
申
し
候
に
付
、
こ
の
所
共
に
切
り
立
て
、
拾
本

程
く
い
置
き
候
様
に
仰
せ
つ
け
ら
れ
べ
く
候
哉
。

　
　
　
北

御
石
垣
朱
引
き
の
内
、
地
形
よ
り
高
さ
四
間
程
、
は
ば
二
間
程

く
つ
ろ
ぎ
、
五
寸
七
寸
抜
け
出
し
、
中
程
石
一
尺
二
三
寸
抜
け

出
す
。
尤
も
込
め
石
共
に
抜
け
、
危
な
く
相
見
え
申
し
候
に
付
、

所
々
抜
き
出
し
申
し
候
。
石
へ
切
り
張
り
拾
本
程
立
て
置
き
候

様
に
張
り
付
け
ら
れ
べ
く
候
哉
。



40　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
　
◆
追
手
門
を
沼
地
に
建
て
た

　
昭
和
十
六
年
に
弘
前
市
で
調
査
し
た
『
国
宝
弘
前
城
二
の
丸
辰
巳
櫓
、
同
丑
寅
櫓
及
び
三
の
丸
追
手
門
維
持
修
理
報
告
書
』

に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
現
地
盤
よ
り
約
一
尺
六
寸
（
約
五
十
㌢
）
ま
で
は
、
砂
混
じ
り
の
粘
土
質
土
壌
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
下
に
は
少
量
の
粘
土
を
含
む
黒
色
の
腐
敗
土
が
深
さ
数
尺
の
間

全
面
に
亘
っ
て
見
ら
れ
た
。

　
そ
の
腐
敗
土
は
水
草
の
圧
縮
さ
れ
た
も
の
で
、
原
形
を
想
像
し
得
る
も
の
も
含

ま
れ
て
い
た
。
追
手
門
付
近
は
そ
の
門
の
創
建
以
前
は
沼
地
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
こ
と
。

　
す
な
わ
ち
、
水
草
類
の
腐
敗
土
壌
の
出
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
流
水
あ
る
い
は

川
で
は
な
く
、
も
し
そ
れ
の
一
部
と
す
れ
ば
、
入
り
江
の
ご
と
き
淀
め
る
場
所
を

埋
め
立
て
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
。

　
　
◆
沼
地
の
裏
づ
け

　
こ
の
報
告
書
は
、
築
城
後
も
水
が
た
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
往
来
が

●
追
（
大
）
手
門
は
沼
に
、
東
門
は
川
に
建
て
た	

田  

澤
　
正

▼市役所から見た追手門



41 追（大）手門は沼に、東門は川に建てた

▶
『
重
要
文
化
財
弘
前
城
修
理
工
事
報
告
書
』

不
自
由
で
土
砂
を
盛
っ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
低
地
・
沼
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
一
例
で
あ
る
。

　
　
◆
東
門
は
土
淵
河
原
に
建
て
た

　『
重
要
文
化
財
弘
前
城
三
の
丸
東
門
修
理
工
事
慨
報
告
書
』
に
、
東
門
の
地
盤
に
つ
い
て
、「
地
耐
力
は
や
や
弱
い
考
え
ら
れ
、

こ
れ
が
礎
石
不
同
沈
下
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
土
淵
河
原
を
埋
め
立
て
三
の
丸
を
造
成
し
た

こ
と
が
裏
づ
け
さ
れ
る
」
と
あ
る
。

　
こ
の
『
報
告
書
』
に
、
東
門
の
地
盤
は
「
川
砂
利
混
じ
り
」
と
も
あ
り
、
現
在
弘
前
市
内
を
貫
流
し
て
い
る
土
淵
川
の
川
幅

は
、
当
時
か
な
り
広
か
っ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。

　「
観
音
山
（
山
観
）
縁
起
」
に
、
茂
森
山
（
今
の
覚
仙
町
あ
た
り
）
か
ら
出
て
い
た
清
流

「
高
岡
川
」
は
、
三
の
丸
を
通
り
、
東
門
付
近
で
土
淵
川
に
流
れ
落
ち
て
い
た
と
あ
る
。

　
つ
ま
り
資
料
は
、
東
門
は
川
の
上
ま
た
は
川
の
傍
に
建
て
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

東　門



42　古文書で見る「弘前城あれこれ」　
	【

原
文
の
読
み
下
し
文
】

　
　
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）

　
　
　
　
七
月
十
一
日

　
一
、
作
事
方
吟
味
役
申
し
立
て
候
は
、
外※

南
御

門
の
下
地
形
悪
し
く
候
に
つ
き
、
砂
利
敷

き
入
用
、
左
の
通
り

　
一
、
外
南
御
門
へ
水
湛
え
往
還
不
自
由
に
つ

き
、
修
復
の
儀
申
し
出
で
、
伊※

織
へ
達
し
、

窺
い
の
通
り
申
し
付
け
る

※
外
南
御
門
　
追
手
門
の
正
称

※
伊
織
　
当
時
の
家
老
・
隈
部
伊
織
の

こ
と
。
の
ち
藩
主
へ
の
諫
言
が
問
わ

れ
て
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
。

▼土淵川



43 お城まる見えの茂森山を削り崩す

　
　
◆
茂
森
山
の
引
き
退
け
（
削
り
崩
し
）

　『
永
禄
日
記
』
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
、「
正
月
よ
り
重
（
茂
）
森
の
森
引
き
退
け
、
古※

川
へ
土
を
く
ば
る
。
時
節
柄
人

夫
凍
え
困
り
病
人
多
く
、
そ
の
う
え
人
夫
制
度
厳
し
く
、
毎
日
暴
風
雨
に
て
迷
惑
し
、
農
事
遅
く
な
り
申
し
候
。
一
日
千
人
ず

つ
出
し
候
」、「
七
月
上
旬
に
森
引
き
退
け
仕
舞
い
申
し
候
」
と
あ
る
。

　
ち
な
み
に
茂
森
山
は
、
こ
の
辺
り
で
は
「
山
観
」
に
次
い
で
高
か
っ
た
。

※
古
川
　
天
満
宮
下
か
ら
、
本
丸
西
下
を
流
れ
て
い
た
元
の
岩
木
川
。

　
　
◆
な
ぜ
崩
し
た
の
か

　
茂
森
山
は
、
当
時
城
内
を
見
下
ろ
せ
る
高
さ
で
あ
り
、
防
御
上
不
備
で
あ
る
と
の
理
由
で
削
り
崩
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
◆
山
の
高
さ
と
広
さ
は
ど
の
ぐ
ら
い
あ
っ
た
か     

　
寛
永
年
末
（
一
六
四
三
）
に
画
か
れ
た
「
津
軽
弘
前
城
之
絵
図
」
に
、
茂
森
山
は
「
塩
〔
分
〕
町
よ
り
約
四
メ
ー
ト
ル※

高
い
」

と
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
高
さ
は
、
元
和
元
年
に
切
り
崩
し
た
三
十
年
後
の
高
さ
で
あ
る
。

　
塩
分
町
の
今
の
標
高
は
四
十
七
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
れ
に
四
メ
ー
ト
ル
を
加
え
れ
ば
五
十
一
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、
市
役
所
の
四
、

五
階
、
消
防
署
の
三
、
四
階
の
高
さ
に
な
る
。

●
お
城
ま
る
見
え
の
茂
森
山
を
削
り
崩
す	

田  

澤
　
正



44　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
ま
た
、
山
の
広
さ
は
百
三
十
メ
ー
ト
ル
四
方
と
あ
り
、
当
時
は
こ
の
区
域
内
に
「
町
」
は
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
城
外
に
町

が
で
き
た
の
は
「
茂
森
派
」
が
初
め
で
、
こ
の
あ
と
現
在
の
各
町
が
造
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
城
の
二
の
丸
に
あ
っ
た
「
山
の
観
音
」（
山
観
）
は
、
築
城
時
に
茂
森
山
に
移
さ
れ
、
山
の
崩
し
と
同
時
に
高
さ
六
十
七
メ
ー

ト
ル
の
現
在
地
に
移
っ
た
。

※
原
図
の
高
さ
は
間
、
尺
、
寸

で
記
入
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
一
間
を
六
尺
と
し
、
メ
ー
ト

ル
に
換
算
し
た
。

▶
津
軽
弘
前
城
之
絵
図
（
寛
永
の
図
・
解
読
図
）



45 お城まる見えの茂森山を削り崩す

　
　
◆
造
成
期
間
と
動
員
人
夫
数

　
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
正
月
か
ら
、
山
の
削
り
崩
し
が
始
ま
り
、
期
間
は
約
六
ヶ
月
・
百
八
十
日
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
悪

天
候
に
よ
る
中
止
日
を
六
十
日
と
み
れ
ば
、
稼
働
日
数
は
百
二
十
日
と
な
る
。

　
人
夫
数
は
十
二
万
人
で
、
こ
れ
は
「
御
裏
通
り
（
西
堀
）」
の
掘
り
上
げ
人
夫
の
ほ
ぼ
三
倍
で
あ
る
。

　
工
事
は
人
夫
の
強
行
駆
り
立
て
な
ど
を
し
て
行
わ
れ
、
悪
天
候
続
き
で
病
人
も
多
く
、
飢
饉
の
年
で
も
あ
っ
た
。「
大
坂
夏
の

陣
」
で
豊
臣
氏
が
滅
ん
だ
年
で
も
あ
る
。

　
　
◆
切
り
崩
し
た
土
は
ど
う
し
た
か

　
削
り
崩
し
は
掘
り
上
げ
よ
り
は
た
や
す
い
と
思
う
が
、
期
間
と
人
夫
数
か
ら
推
測
す
る
と
十
メ
ー
ト
ル
は
崩
し
た
よ
う
に
思

え
る
。

　『
永
禄
日
記
』
に
は
、
さ
ら
に
、「
崩
し
た
土
は
古
川
へ
く
ば
り
落
と
し
た
」
と
あ
り
、
ほ
か
は
三
方
に
散
ら
し
、
平
坦
に
し

た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
説
に
、
こ
の
土
で
長
勝
寺
構
の
土
居
を
造
成
し
た
と
も
あ
る
が
、
資
料
上
で
は
年
代
が
少
し
ず
れ
て
い
る
。



46　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
◆
城
郭
の
正
門
で
あ
る
追
（
大
）
手
門
の
位
置
は
、
築
城
時
と
異
な
る
場
所
に
変
え
ら
れ
る
例
が
少
な
く
な
い
。

　
弘
前
城
の
場
合
も
、
資
料
の
焼
失
等
の
た
め
断
定
で
き
な
い
が
、
今
の
四
の
丸
の
北
門
が
追
手
門
で
あ
っ
た
と
い
う
有
力
な

説
が
あ
る
。

　
◆
そ
の
理
由
と
し
て
、
南
部
氏
の
侵
攻
に
備
え
て
、
反
対
方
角
の
北
向
き
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
京
都
や
江
戸
へ
通
じ

る
主
要
路
、
参
勤
道
が
鰺
ヶ
沢
経
由
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
鰺
ヶ
沢
街
道
に
代
わ
っ
て
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
碇
ヶ
関
経
由
の
参
勤
道
が
開
通
し
、
そ
れ
ま
で
裏
門
だ
っ
た
三
の
丸

の
南
門
が
追
（
大
）
手
門
に
な
っ
た
。
以
後
、
幕
末
ま
で
追
（
大
）
手
門
と
し
て
通
用
し
て
き
た
。

　
呼
称
は
現
在
「
追
手
門
」
と
し
て
い
る
が
、「
御
日
記
」
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
「
大
手
門
」
で
あ
る
。

　
ま
た
、
移
し
た
の
は
旧
大
光
寺
城
か
ら
と
し
て
い
る
が
、
旧
堀
越
城
の
大
手
門
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
築

城
時
ま
で
は
堀
越
城
が
津
軽
氏
の
居
城
で
あ
る
一
方
、
大
光
寺
城
は
支
城
で
あ
り
、
為
信
の
娘
婿
が
城
主
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
ま
し
て
、
こ
こ
の
旧
城
主
は
「
弘
前
城
」
を
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
信
牧
（
枚
）
と
敵
対
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

　
堀
越
城
か
ら
移
し
た
と
す
る
類
例
と
し
て
、
三
の
郭
北
門
（
賀
田
門
）
は
、
旧
大
浦
城
の
大
手
か
ら
移
し
て
い
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
よ
う
。

●
北
門
が
追
（
大
）
手
門
で
あ
っ
た	

　

今  

泉
　
洋



47 北門が追（大）手門であった

【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
六
月

一
　
廿
一
日
　
天
気
能

一
　
殿
様
四
月
廿
一
日
に
御
暇
御
拝
領
な
さ
れ
、同
廿
二
日
は
左
内
様

に
御
拝
領
の
由
。
六
月
四
日
江
戸
御
発
足
遊
ば
さ
れ
、
碇
関
口

初
め
て
殿
様
並
び
に
左
内
様
御
下
向
、
今
日

　
　
　
　
　
○
但
し
次
太
夫
九
郎
左
衛
門
御
供

　
　
巳
の
刻
御
着
城
。
則
、
久※

昌
院
様
へ
御
出
で
御
雑
煮
上
が
る
。
そ

れ
よ
り
表
御
座
の
間
へ
御
出
で
御
膳
召
し
上
が
ら
れ
る
。
江
戸
へ
の
御

案
紙
の
儀
は
御
公
儀
む
き
、
江
戸
に
お
い
て
こ
の
度
は
仰
せ
つ

け
ら
れ
る
。
爰
元
に
て
は
御
一
門
様
方
へ
ば
か
り
右
筆
仰
せ
つ

け
ら
れ
、
則
、
右
筆
手
前
に
留
め
書
き
こ
れ
あ
り
候
。
こ
の
度

の
御
下
り
遅
く
な
り
候
は
、
上
様
へ
小
鹿
毛
の
御
馬
一
疋
五
月

十
六
日
に
御
馬
別
当
彦
兵
衛
殿
御
馬
屋
へ
御
上
げ
、
御
使
者
溝

江
半
右
衛
門
遣
わ
さ
れ
る
由
也
。
又
酒
井
雅
楽
頭
様
を
五
月
廿

三
日
に
御
振
る
舞
い
な
さ
れ
、
御
帰
り
以
後
則
日
牧
の
青
毛
御

馬
壱
疋
雅
楽
頭
様
へ
進
じ
ら
れ
る
。
御
馬
に
中
村
治
郎
右
衛
門

御
付
け
、
御
使
者
に
は
渡
部
次
太
夫
遣
わ
さ
れ
候
と
の
事
也
。



48　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

※
久
昌
院
　
三
代
将
軍
家
光
の
側
室
で
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
生

母
・
桂
昌
院
に
遠
慮
し
て
、
久
昌
院
の
〝
昌
〟
を
〝
祥
〟
に
改

め
た
。
同
じ
く
、
先
代
信
義
の
正
室
・
桂
林
院
も
〝
慶
〟
の
字

に
改
め
て
い
る
。
い
ず
れ
も
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
の
こ
と

で
あ
る
。



49 『時慶卿記』で見る為信、信建、信牧

　
　
◆
西
洞
院
時
慶
（
一
五
五
二
─
一
六
三
二
）

　
安
土
桃
山
・
江
戸
時
代
初
期
の
公
家
、
左
近
衛
権
少
将
の
ち
右
衛
門
佐
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
参
議
に
任
じ
、
従
二
位

に
昇
叙
し
た
。

　
後
陽
成
天
皇
の
侍
医
で
、
官
を
辞
し
た
の
ち
朝
廷
の
中
堅
歌
人
と
し
て
活
躍
し
、
歌
集
「
詠
草
」
ほ
か
を
遺
し
た
。
寛
永
十

六
年
（
一
六
三
九
）
没
、
八
十
八
歳
。    

　
　
◆
『
時
慶
卿
記
』

　
参
議
西
洞
院
時
慶
の
日
記
。
欠
本
も
あ
る
が
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
か
ら
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
ま
で
の
記
録
。

　
後
陽
成
天
皇
の
掌
侍
、
平
時
子
の
父
と
し
て
朝
廷
で
重
き
を
な
し
、
日
記
の
内
容
は
詳
細
で
あ
る
。

　
千
利
休
の
最
期
、
関
ヶ
原
の
戦
い
、
西
軍
諸
将
の
処
刑
な
ど
重
要
な
事
件
に
つ
い
て
の
記
事

も
少
な
く
な
い
が
、
特
色
は
文
芸
・
芸
能
関
係
記
事
が
豊
富
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
◆
『
時
慶
卿
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
為
信
、
信
建
と
信
牧

　『
時
慶
卿
記
』
の
特
徴
は
、
為
信
、
信
牧
（
枚
）
の
記
事
も
少
な
く
な
い
が
、
信
建
に
つ
い
て

の
記
事
が
格
段
に
多
く
、
内
容
は
肉
親
か
と
も
思
え
る
ほ
ど
細
や
か
で
あ
る
。

　
例
え
ば
信
建
の
「
子
息
誕
生
」
の
と
き
は
産
着
を
贈
り
、
丈
夫
に
育
つ
よ
う
に
と
「
弁
慶
」

と
呼
び
、「
犬
張
り
子
」
な
ど
も
届
け
て
い
る
。

●
『
時
慶
卿
記
』
で
見
る
為
信
、
信
建
、
信
牧	

田  

澤
　
正

◀
犬
張
り
子



50　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
ま
た
、
信
建
の
長
男
と
思
し
き
「
彦
蔵
」
が
津
軽
で
死
去
し
た
と
き
、
西
洞
院
家
の
菩
提
寺
、
京
都
の
十
念
寺
に
廟
堂
を
建

て
、
信
建
死
去
後
は
長
年
に
わ
た
っ
て
忌
日
の
法
要
を
営
ん
で
い
る
あ
た
り
尋
常
の
仲
で
は
な
い
。

　
信
建
が
時
慶
卿
を
介
し
て
、
秀
吉
の
正
室
・
高
台
院
と
親
し
か
っ
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
従
来
の
津
軽
の
歴
史
に
、
新
し
い
一
ペ
ー
ジ
を
加
え
た
資
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
略
系
　
　
為
信
─
─
信
建
─
─
彦
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
子
息
・
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
信
堅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
信
牧

▶
▼
『
時
慶
卿
記
』



51 洪水図から見る城の防御地形

　
　
◆
な
ぜ
城
地
に
高
岡
を
選
ん
だ
か

　「
弘
前
城
」
を
造
成
す
る
に
当
た
っ
て
高
岡
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
は
、
戦
略
上
極
め
て
有
利
だ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
具
体
的
に
は
本
丸
西
の
直
下
に
岩
木
川
の
奔
流
が
あ
り
、
東
方
に
は
土
淵
川
が
流
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
南
は
険
阻
な
山

が
連
な
り
自
然
の
要
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
城
内
の
湧
き
水
が
豊
富
だ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
郷
土
史
家
の
故
成
田
末
五
郎
氏
は
、
弘
前
城
の
防
御
上
の
地
形
に
つ
い
て
、「
城
は
岩
木
川
と
土
渕
川
の
間
に
挾
ま
れ
た
丘
陵

地
帯
に
あ
り
、
外
郭
は
古
堀
、
南
溜
池
・
南
塘
、
土
渕
川
、
岩
木
川
を
廻
し
た
地
域
で
あ
る
」、「
長
勝
寺
、
大
円
寺
、
八
幡
宮
、

神
明
宮
一
帯
は
出
丸
と
し
て
経
営
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
防
禦
上
比
較
的
弱
い
北
と
東
は
、
寺
沢
川
を
堰
き
止
め
て
南
溜
池
を
造
成
し
、
事
あ
る
時
は
水
門
を
開

き
、
土
淵
川
を
氾
濫
さ
せ
、
下
流
で
岩
木
川
と
合
流
さ
せ
て
敵
の
侵
入
を
妨
害
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　
　
◆
城
を
囲
ん
で
い
た
川
氾
濫
の
実
例

　
宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
六
月
二
十
七
日
の
「
御
日
記
」
に
、
土
淵
川
の
氾
濫
で
流
さ
れ
た
橋
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
一
、
南
溜
池
・
南
塘
と
樋
口
御
普
請
所
残
ら
ず
破
損
。

　
一
、
土
手
町
大
橋
（
蓬
萊
橋
）
一
ヶ
所
、
柱
七
本
流
失
。

　
一
、
御
徒
町
橋
流
失
。

　
一
、
東
長
町
大
橋
流
失
。

●
洪
水
図
か
ら
見
る
城
の
防
御
地
形	

田  

澤
　
正



52　古文書で見る「弘前城あれこれ」　

　
一
、
薬
王
院
橋
流
失
。

　
一
、
北
横
町
の
橋
南
の
台
よ
り
北
の
方
へ
拾
三
間
程
流
失
。

　
一
、
横
町
よ
り
蔵
主
町
へ
の
入
口
、
埋
み
樋
大
破
。

　
こ
れ
以
前
の
慶
安
（
一
六
四
八
〜
　
）
の
こ
ろ
は
、
土
手
町
大
橋
（
蓬
萊
橋
）
の
ほ
か
橋
は
架
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
い
つ

で
も
取
り
除
け
る
板
を
渡
し
た
「
橋
」
以
外
は
架
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
土
手
町
大
橋
が
蓬
萊
橋
に
な
っ
た
の
は
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
で
あ
る
。

▼昭和 33 年の『史跡弘前城跡水害関係綴』から
　　　　　　　「市部中心地区浸水地域図」



53 津軽最大の一揆・民次郎一件

　
　
◆
勃
　
発

　
文
化
十
年
（
一
八
一
三
）、
弘
前
藩
最
大
の
抗
議
事
件
「
民
次
郎
一
揆
」
が
起
き
た
。

　
こ
の
一
揆
は
、
今
の
五
所
川
原
市
、
つ
が
る
市
、
弘
前
市
を
含
ん
だ
藩
の
ほ
ぼ
全
域
の
二
千
人
以
上
の
農
民
が
起
こ
し
た
事

件
で
あ
る
。

　
原
因
は
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）、
藩
の
十
万
石
昇
格
に
よ
る
出
費
と
、
蝦
夷
地
警
備
の
経
費
が
、
藩
の
財
政
を
破
綻
に
追

い
込
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
る
。

　
藩
当
局
で
は
こ
の
穴
埋
め
と
し
て
、
農
民
の
年
貢
取
り
立
て
を
苛
酷
に
実
行
し
た
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
人
馬
の
徴
発
を
強
行
し
た
た
め
、
収
穫
が
平
年
の
六
分
作
ま
で
落
ち
込
み
、
飢
饉
に
喘
い
で
い
た
年
で
も
あ
っ
た
。

　
　
◆
民
次
郎
の
処
刑
と
顕
彰
碑

　
こ
の
と
き
、
年
貢
徴
収
の
緩
和
を
要
求
し
た
農
民
が
、
弘
前
城
の
北
門
に
集
結
、
藩
に
直
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
は
、
集
団
に
よ
る
直
訴
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
藩
で
は
鬼
沢
村
の
民
次
郎
を
首
謀
者
と
み
な
し
、
こ
の

年
の
十
一
月
二
十
六
日
に
取
上
の
刑
場
で
処
刑
し
た
。
二
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
、
こ
の
処
刑
に
は
、
藩
と
し
て
も
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
決
起
に
つ
い
て
は
理
解
し
た
も
の
の
、

法
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
建
前
上
、
相
応
の
処
置
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
民
次
郎
に
は
、
妻
と
、
お
ん
と
い
う
娘
が
あ
っ
た
が
、
離
縁
し
て
決
起
に
加
わ
っ
た
と
い
う
。

●
津
軽
最
大
の
一
揆
・
民
次
郎
一
件	

毛  

内
　
昭  

夫
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鬼
沢
村
の
鬼
神
社
に
隣
接
す
る
竜
味
庵
墓
地
に
、
民
次
郎
の
墓
が
あ
り
、
弘
前
市
立
自
得
小
学
校
の
校
庭
に
「
義
民
藤
田
民

次
郎
出
生
の
地
」
の
顕
彰
碑
が
建
ち
、
今
な
お
遺
徳
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
◆
処
刑
に
際
し
た
申
し
渡
し

　
　
　
　
取
上
の
御
仕
置
き
場
に
お
い
て
の
申
し
渡
し
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
杉
組
鬼
沢
村
彦
兵
衛
二
男   

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
次
郎

　
わ
れ
儀
、
当
九
月
高
杉
組
・
藤
代
組
・
木
作
新
田
村
々
の
者
ど
も
が
大
勢
徒
党
の
う
え
強
訴
に
及
び
候
節
、

　
わ
れ
儀
、
頭※

取
の
趣
相
聞
こ
え
、
入
牢
の
上
僉
儀
の
と
こ
ろ
、
御※

収
納
御
免
願
い
の
儀
を
百
姓
ど
も
寄
り
合
い
、

　
弘
前
へ
罷
り
上
り
強
訴
に
及
び
候
儀
、
こ
と
ご
と
く
み
な
頭
取
の
致
し
方
に
相
違
な
く
相
聞
こ
え
、

　
言
語
道
断
不
届
き
至
極
の
者
に
つ
き
斬
罪
行
う
も
の
な
り
。

   

※
頭
取
　
集
団
の
か
し
ら
、
こ
こ
で
は
首
謀
者

   

※
御
収
納
　
年
貢
の
こ
と

▶
民
次
郎
の
顕
彰
碑



55 津軽最大の一揆・民次郎一件

【
原
文
の
読
み
下
し
文
】

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）

　
九
月
二
十
八
日

一
　
在
方
の
者
大
勢
四
の
北
御
門
外
へ
押
し
集
ま
り
、
乱
防
（
暴
）

に
及
び
候
様
子
に
相
聞
こ
え
候
間
、
山
本
三
郎
左
衛
門
儀
右

防
ぎ
方
仰
せ
つ
け
ら
れ
候
。
支
度
次
第
御
城
へ
罷
り
出
で
候

様
。
尤
も
足
軽
の
儀
大
組
足
軽
三
組
並
び
に
諸
手
足
軽
共
召

し
連
れ
候
様
こ
れ
を
申
し
遣
わ
す
。
諸
手
物
頭
へ
も
こ
れ
を

申
し
遣
わ
す
。

一
　
郡
奉
行
申
し
出
で
候
。
新
田
在
並
び
に
赤
石
・
藤
代
・
高
杉
組

百
性
（
姓
）
共
の
由
四
の
北
御
門
外
へ
大
勢
相
談
候
旨
聞
こ
え
、

役
方
見
聞
申
し
つ
け
候
所
、
大
数
七
八
百
人
も
相
詰
め
候
間
、

新
田
御
代
官
並
び
に
工
藤
仁
右
衛
門
差
し
遣
わ
し
、
願
い
の

筋
こ
れ
有
り
候
者
取
り
次
ぎ
、
早
速
引
き
取
り
候
様
申
し
つ

け
遣
わ
し
候
段
申
し
出
で
、
こ
れ
を
達
す
。
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